
 

大型パネル生産パートナー会 会則 
 

 

（名        称） 

第１条  本会は、大型パネル生産パートナー会と称する。（略称：「パートナー会」） 

 

（事 務 局） 

第２条 本会の事務局は、千葉県千葉市美浜区中瀬１－３ 幕張テクノガーデン ＣＤ棟

３階 ウッドステーション株式会社 社内に置く。 

２ 事務局は会長、副会長、会計、およびウッドステーション株式会社とテクノエフアン

ドシー株式会社から若干名選任された事務局員で構成される。 

３ 会長は 塩地博文 とし、副会長、会計、事務局員は会長が指名する。  

 

（目的及び組織） 

第３条  本会は、在来木造の工業化を進展させること、それを日本全国に普及することを

目的として設立する。 

２ 本会は正会員、賛助会員、特別会員、後援、主催者で構成される。 

 

（事業年度） 

第４条  本会の事業年度は、毎年２月１日から翌年１月３１日までとする。  

 

（総  会） 

第５条 総会は年２回とし、２月と８月に開催する。また必要に応じ臨時総会を開催する。 

２ 総会、臨時総会は会長が招集する。 

３ 総会には次の事項を付議する。 

（１） 収支決算報告（２月のみ） 

（２） 会則の改定、その他重要な事項 

 

（経 費 等） 

第６条  本会は、会費・寄付金その他の収入をもって運営する。 

２ 会費は、正会員、賛助会員は年会費２４万円とし、毎年１月末日までに一括納入する

ものとする。 

３ 途中入会の場合は年会費を月割りで計算し、入会月までに一括納入するものとする。  

４ 特別会員、後援、主催者については年会費を不要とする。 

 



 

（秘密保持） 

第７条 本会にて知り得た情報は秘密保持するものとし、会員以外への開示は行ってはな

らない。 

 

（脱  会） 

第８条 本会を脱会する場合は会長の承諾を得るものとする。その際、年会費の返金はし

ないものとする。 

２ 脱会後も前条の秘密保持は３年間継続される。 

３ 会長が本会の会員としてふさわしくないと判断した場合、本人の意思に関係なく、脱

会を命じることができる。 

 

（解  散） 

第９条 本会が解散となった場合、事務局にて速やかに収支残高を計算し、正会員、賛助

会員に均等に返金する。 

 

（そ の 他） 

第１０条  この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。 

 

 附      則 

本会則は、平成３１年１月１７日より施行する。 

平成３１年 4 月 1 日 改定。  


